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団体総合生活保険

園児総 補償制度
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“ | 毛4年度版

割引適用

約48 %*

=園児 24保険・24時間補償 =

24時間安心な生活を補償する《園児総含補償制度)をおすすめします
■全日本私立幼稚園PTA連合会ならではの割引が適用されて保険料が割安です H

■医療に関する相談ができる「メディカルアシスト」や「デイリーサポート」等が付帯されて

おります !!

しくは また :こ るケガについても れヽ′ れ t::

■救援者費用等補償・育英費用補償が付帯されております !!

■個人賠償責任補償は国内での事故に限り ―ビス !!全国各地の自転車条例

にも対応しています !!

加入依頼者および被保険者

この保険は、全日本私立幼稚園田「A連合会に加盟しているPTA、

母の会、保護者の会に所属する会員の方を加入依頼者 (保護者

の方)とし、被保険者 (保険の対象となる方)はその家族である

園児が対象となります。

※幼稚園だけでなく、認定こども園の方も対象です。

*4団体害J引 30% 損害率による害」引25%が適用されています。(天炎危険補償特約

には損害率による割引は適用されません。)

Webでの加入手続き締切日 3月 31日 (日 )

更新の方については、今年度の募集パンフレット記載の内容に同意いただける場合、

お手続きは不要です。(加入手続き締切日までにご加入者からの特段のお申し出または

保険会社からの連絡がない限り、当団体は、今年度募集パンフレット等に記載の補償

内容・保険料等と同様の内容にて、保険会社に保険契約を申し込みます。)

〔ご加入内容に関する大切なお知らせ〕

ご加入・更新いただく前に保険商品がご希望に合致した内容となつていることを再度ご確認ください。「重要事項説明書」「ご加入内容確認事項 (意向

確認事項)」 を必ずご確認ください。

また、更新の場合 lよ 、現在のご力B入内容についてもあわせてご確認いただき、万一、誤りがありましたら、地区サービス取扱代理店までお問い合わせ

くださいますようお願いいたします。

今回更新いただく内容に一部改定があります。補償内容等の主な改定点は後記 団体総合生渚保険商品改定のご案内のとおりとなりますので、今年度の

募集パンフレット等とあわせてご確認ください。

全日本私立幼稚園PTA連合会

全 日本私 立幼稚 園連 合 会
引受保険会社 :東京海上日動嗽災保険株項会社



目児総合補償制度 (目児24保険)の内容
以下の場合に保険金をお支払いします。
※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払しヽしたJこしヽ主な場合について|よ、このパンフレットの P.5「補償の概要等」
をご覧くださしヽ。

ケガの

補償

約

償

特

補

病気の

補償

0お子様が病気になられた場合
園児が病気の治療のため1泊 2日以上の入院、手術や放射線治療を受けた場合に補償します。
ただ し、同一の病気 による入院は 60日が限度とな ります。
※こ加入が最初の保険契約 (初年度契約といしヽます。)の支払責任の開始日よりも前に被つている疾
病については保険金のお支払い対象とはなりません。ただし、初年度契約の支払責任の開始日より
も前に被つている疾病についても、初年度契約の支払責任の開始日から1年を経過した後に保険
金支払事由に該当したときは、保険金のお支払い対象となります。(継続士契約の場合に限ります。)

※先天性疾患については加入後の診断の場合も対象外となります。

加入タイプ

A・ B
のみ

0お子様がケガをされた場合
急激かつ偶然な外来の事故によリケガをされ
たときに死亡・後遺障害、入院、手術、通院
保険金が支払われます。
園児の園でのケガはもちろん、おうちに帰つ
てからや休日のケガも補償します。

階段を踏みはすした  通園中に車にIよねられた  遊具から落下した

0天災危険補償
天災 (地震もしくは噴火またはこれらによる津波など)によって生
じたケガによる園児の死亡 。後遺障害、入院、手術、通院保険金を
補償します。

地震で
ケガをした

●細菌性食中毒等補償
有毒ガスまたは有害キ勿質による急性中毒、細菌性食中毒等による園児の死亡 。後遺障害、入院、手術、通院を
補償します。
細菌性食中毒等とは、ボツリヌス菌、サルモネラ菌、病原性大腸菌、黄色ブ ドウ球菌等による細菌性食中毒お
よびノロウイルス等によるウイルス性食中毒をいいます。

●特定感染症危険補償
特定感染症 (0-15フ を含みます)による後遺障害、入院、通院を補償 します。 (死亡保険金・手術保険金はお
支払しヽの対象となりません。)
※特定感染症の定義については、後記「補償の概要等」をこ確認ください。地震 ,l賞火またはこイlら による津波によって発病し
た特定感染症はお支払いの対象となりません。

●熱中症危険補償
熱中症 (日射または熱射による身体の障害)による園児の死亡 。後遺障害、入院、手術、通院を補償します。

育英費用
補償

●扶養者に万―のことがあった場合 ※あらかじめ扶養者を芋旨定していただきます。
扶養者のケガによる死亡・重度後遺障害により園児が扶養者に扶養されなくなった場合に、保険金 (一時金 )

をお支払いします。
※地震もしくは噴火またはこれらによる滓波によるケガも補償対象となります。

自転車条例
対 応

個人賠償

責任補償

0園児や家族が他人に損害を与えた場合
日常生活における偶然な事故により他人にケガまたは物損を与えて
しまつたときや、国内で他人から借りた物や預かつた物 (受託品)

を国内外で壊したり盗まれてしまつたとき等、法律上の損害賠償責
任を負つたときに保険金が支払われます。
園児本人だけでなく、そのこ家族 (同居の親族等)も保険の対象
になります。
※国内での事故 (訴訟が国外の裁判所に提起さイlた場合等を除きます。)に
限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。

※自動車等の所有、使用などに起因する賠償事故は補償の対象とはなりません。
※物損事故の場合は、被害にあった物 (被害者の方の衣服や携行品、建物、家財等)の損害額をお支払いいたします。
被害にあった物の修理費がその物の価値 (時価)を上回る場合には、その価値の金額が限度となります。

※携帯電話、スマートフォン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡等は受託品に含みません。

母がデパートで売場の  自転車で走行中、
商品をこわしてしまつた と接触しケガを負

歩行者
わせた

救援者

費用等

補償

0園児が入院し、保護者が駆けつけた場合
国内外において急激かつ偶然な外来の事故により緊急の捜索・救助
活動を要する状態となつた場合や、ケガにより3日以上入院した場
合等に、園児またはその親族等が捜索費用や現地へ赴くための交通
費・宿泊料等を負担した場合に保険金をお支払いします。

「

―

ジ

ケガで長期入院することになり、
家族にgロナっけてもらうことになつた
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保険金額・保険料

おすすめします !

▲ DB*1 C

8コ000円15,000円 12"000円20コ000円年 間 保 険 料

4コ000円4,500円病気の

補償

入院医療

保険金日額*2
(60日 限度)

3"500円 2"000円3コ500円 3"500円
入院

保険金日額*3

(1事故 180日限度)

1"500円2"000円 29000円
通院

保険金日額

(1事故90日限度)

2,500円

186万円288万円 257万円死亡。後遺障害

保険金額
311万円

200万円700万円 500万円育英費用

保険金額
lB400万円

ケガの

補償

育英費用

補償

国内 1

国外 1

円

円

億

億

内

外

国

国

１

　

１

円

円

億

億

国内 1億 円

国外 11意円

内

外

国

国

3億円

1億円
個人賠償

責任補償

個人賠償責任

(1事故あたり)

(免責金額なし)

*4

100万円 100万円100万円 100万円
救援者

費用等

補償

救援者費用

上記保険料は、団体割引 300/o 損害率による割引250/o(全 体で約480/0)を適用した保険料です。 (天災危険補償特約

には損害率による割引lよ 適用されません。)

(こ注意)
。前年度の事故発生、保険金支払状況によつては、保険金額を調整させていただくことがありますので、あらかじめ、こ了承いただ

きますようお願い申し上げます。

・お子様が継続的に職業に従事してしヽる場合は、保険料が異なることがありますので、代理店にお間い合わせください。

・放射性物質等による事故は、お支払いの対象となりません。全プランにおいて、地震およびコ貢火またはこれらによる津波によるケ

ガも補償します。

0歳児lよ Aタイプ・Bタイプにはこ加入しヽただけませんので、CタイプもしくはDタイプにこ加入ください。

病気の補償の手術保険金のお支払い額は、入院医療保険金日額の 10倍 (入院中の手術または放射線治療 (血液照射を除きます。放

射イァ泉治療を複数回受けた場合は、施術の開始日から、60日 の間に 1回の支払を限度とします。))ま たは5倍 (入院中以外の手術)

となります。傷の処置、切開術 (皮膚、鼓膜)、 抜歯等お支払いの対象外の手術があります。また、時期を同じくして (「日寺期を同じ

くして」とは、「手術室に入つてから出るまで」をいいます。)2種類以上の手術を受けた場合には、いずれか 1種類の手術について

のみ保険金をお支払いします。

ケガの補償の手術保険金のお支払額は、入院保険金日額の 10倍 (入院中の手術)または5倍 (入院中以外の手術)の額となります。

傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。

記録情報の損壊については500万円が限度となります。

*1
*2

*3

*4

(職種級別Aの場合)

04月 1日以降にこ加入手続きした場合、保険料は下表のとおりとなりますのでご注意ください。

補償開始月 A B C D

４

５

６

円

20,000
18,330
166フ 0

円

15,000
13,フ40
12,500

円

12,000
11,000
10,020

円

8,000
フ,330
6,680

※4月 1日 (月 )以降にこ加入手続をした場合lよ 、設定しヽただいた「力日入者保険期F日]開始日」の午前 O時 (2024年 4月 1日以降)から補償

開始となります。「力日入者保険期間開始日」は、アクセスした日の翌日以降、最大で3カ月先 (また lこ庶溺期日前日)まで選択できます。

*中途加入の場合の保険料は、補償開始月によって異なります。フ月以降の保険料はお客様こ自身で設定いただいた「力日入者保険期間開始日」、

選択したプランから機械算出され、お手続画面に表示されます。
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保険期間
2024年 4月 1日 (午後4時 *1)*2ょ

り2025年 4月 1日 (午後4時)*3まで

お申し込み方法

※ 卒園 (*4)ま で原則自動更新となります。
*]新 規加入者については午前O時となります。
*2 4月 1日 (月 )以降に加入のお手続きをした場合は、設定しヽただいた「加入者保険期間開始日」の年前O時 (2024年 4月 1日以降)が補償開

始日となります。
*3 中途加入の場合でも、上記保険期間終了日までとなります。
*4 お申込時にこ申告いただいた卒園予定年次となります。

同封のweb加入手続きのこ案内をこ参照いただき、加入お手続きサイトよりお申し込みくださしヽ。
保険料については、4月 1日 始期・更新契約は国座振替にて 6月 27日 (27日 が土日祝日の場合は翌営業日)に 引藩 しとなります。
中途加入の場合は、設定いただいた「加入者保険期間開始日」の翌々月27日 (27日 が上国祝日の場合は翌営業日)に引落しとなります。
なお、お申込みいただしヽたこ加入内容は、手続き完了後に届く受付完了メール記載の「団体保険こ加入者向け専用情報サイト」のUttLか らこ確認いただけます。

付帯サービス 全タイプに 動セットされますので、ぜひ晉利用ください!!

「日慣の様々な悩み」から「もしも」のときまでパックアップ !

東京海上日動のサービス体制なら安心です。
※サービスの内容は変更 中止となる場合があります。
※サービスのこ利用にあたっては、グループ会社,提携会社の担当者が、「お名前」「ご連絡先」「団体名」等を確認させてしヽただきますのでこ了承願います。

おり、 て し

といし のう

ん。また、こ案内した医療機関で受診された場合の費用はお

2

-4-

面画。0120-708-110
*1予約制専門医相談は、事前予約が必要です(予約受付は、

24時間365日 )。

受 付 時 間*1:2 365日

転院さ11るとき、民間救急車や航空機特殊搭乗手続き等、一連の手配の一切を承ります。
*2実際の転院移送費用は、お客様にこ負担しヽただきます。ゴ獨服又写ダ苛併デツ堵型み舗薙鱗師とメ

夜間・休日の受付を行っている救急病院や、
旅先での最寄りの医療ll艶関等をご案内します 緊儲諺鶴 雷鍋 爆珊聾。

・メディカルアシストC霊コレ

常駐の救急科の専門医および看護師が、
緊急医療相談に24時間お電話で対応します。

お電話にて各種医療に関するこ相談に応じます。
また、夜間の救急医療機関や最寄りの医療機関をこ案内します。

[姜畳鍵歎]
・電話介護相談    :午前9時～午後5時
・各種サービス優待紹介:年前9時～年後5時

画面。0120-428-834

受 付 時 間

てヽは、

暑鬱裂零霧藉蟹潅縄乾繊
[ホームページアドレス]www.kaigonwine.,p

フォー

1 たヽだくことも
たヽだき てヽ

「 ム」 」

・介護アシスト   ф

・高齢者住宅」「パリアフリー旅行」といつた
。*3

見「 守り
し

ホーム

※

お電話にてこ高齢の方の生渭支援や介護に関するこ相談に応じ、
優待条件でこ利用いただける各種サービスをこ紹介しますし

*1お電話でいくつかのアンケー
機関のこ案内等を行います。

ります。
*2
*3

[魅]遷吾胎 囀 i麗揺
画面。0120-285-110

午前10時～年後6時受 付 日寺 間: 。法律相談

公的年金等の社会保険について提携の社会保険労務士がわかりやすく電話でご説明します。
※社会保険労務士のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります。 櫂鵠撃1磐白係振邊署輻         急ザイ

[ホー WWW 1/input.htmi

・デイリーサポート C霊コレ

ichido.co,p/COntractor/ser、 lice/consu

します。また、ホームページを通じて、法律・税務に関するこ相
メー, メールでこ回答

法律。税務。社会保険に関するお電話でのこ相談や
毎日の暮らしに役立つ情報をご提供します。

こ注意ください

*
*

力,レアシス

(醤サービス共通)

ます。

程ヽ度の実質を備える状態にある方を含みます。婚約とは異なります。



覇錢翻∞懺縄介 ※下記はこ契約当時の保険金額に基づきお支払いした事例です。

事故内容 支払保険金

園児が歩道に乗り上げてきた車に衝突
され死亡した。

2,219,200円
(死亡保険金としてお支払い)

園児が海外旅行中に親が目を離した隙に
迷子になり、プールの中のすべり台でお
ぼれてしまつた。結果、四肢麻痺となつた。

3,8打 0,800円
(後遺障害・入院・通院保険金
としてお支払い)

園児が自転車の後ろに乗つている際、右
足が後輪にはさまり、足を挫傷。

159,600円
(通院保険金としてお支払い)

(傷害事故〉 (賠償事故〉

姻翻籐籐禽鐘謡繰醸縛攘翰槻嬰諄
と陽書禰償 (通 ども傷書繍償 )邑

※こ加入いただくタイプによつては保険金のお支払い対象とならない場合があります。こ加入のタイプの詳細については、「イ呆険金額・保険料」

表をこ確認ください。

「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方がケガ*1をした場合に保険金をお支払いします。

※「熱中症危険補償特約」がセットされていますので、保険の対象となる方が熱中症 (急激かつ外来の日射または熱射による身体の障害)に
なつた場合にも、傷害補償基本特約の各保険金をお支払いします。

*1 ケガには、有毒ガスまたlよ有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒*2を含みます。なお、職業病、テニス肩の

ような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金のお支払対象となりませんのでこ注意ください。

*2細 菌性食中議等補償特約が自動セットされます。

保険金のお支払対象となっていない身体に生じた障害の影響等によつて、保険金を支払うべきケガの程度が重大となつた場合は、東京海上日

動は、その影響がなかつたときに相当する金額をお支払いします。詳細は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までこ連絡ください。

饉入暁 。諄術踵嬢保険金交払犠鶴

保 険金 をお支 李と、t,札 も感 しヽ主 な場合

地震・田買沢またはこれらによる滓波によつて生 じた病気 *1
保険の対象となる方の故意または重大な週失によつて生 じた病気

・保険金の受取人の故意または重大な過失によつて生 じた病気 (そ

の方が受け取るべき金額部
ノ
刀
＼
)

保険の対象となる方の闘多行為、自殺行為または犯罪行為によつ

て生じた病気
`無免許運転、酒気帯び運転をしている場合に生 じた病気

麻薬、大麻、あへん、覚せい斉」、危険 ドラッグ、シンナー等の使

用によつて生 じた病気
・アルコール依存および薬物依存

先天性疾悪
・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの
,こ の保険契約が継続されてきた最初の保険契約 (初年度契約とい

います。)の保険始期時点で、既に被つている病気 *2
等

*]該 当した保険の対象となる方の数の増加が、この保険の計算の基礎

に及ぼす影響が少ない場合lよ 、その程度に応じ、l呆険金の全額をお

支払いすることや、その金額を削減してお支払いすることがあります。

*2初 年度契約の保険始期時点で、既に被つている病気についても、初

年度契約の保険始期日から1年 (保険期間が 1年を超えるこ契約の

場合は、2年となります。)を経過した後に保険金支払事由に該当し

たときlよ 、保険金のお支払い対象とします。

保険盆奄静支払いびる藍感場禽

臣ユ襲義葦:酵≧!

保険の対象となる方が病気によつて医師等の治療を必要とし、かつ、

保険期間中に開始した入院*1が 1日 を超えて継続した場合

膀入院医療保険金日額に入院 *Л した日数 (実日数)を乗じた額を

お支払いします。ただし、同一の病気 (医学生重要な関係がある

病気を含みます。)による入院*2について、60日 を限度とします。

※入院医療保険金が支払わイlる 入院中、さらに別の病気をさイ1ても

入院医療保険金は重複してはお支払しヽできません。

*]介 護療養型医療施設または介護医療院における入陽を除きます。

*2退 院後、その日を含めて 180日を経過した日の翌日以降に再入院し

た場合は、再入院|よ前の入院と異なるものとみなします。

:1魏崇募:章
1最要

イ呆険の対象となる方が、病気の治療のため、保険期間中に公的医療

保険制度に基づく医科診療報藤lll点 数表により手術料や放射線治療料

の算定対象として列挙されている手術 *1ま たは放射線治療 *2を
受けられた場合

勝以下の金額をお支払いします。
・入院 *3中の手術 :入院医療保険金日額の 10倍
入院 *3中以外の手術 :入院医療保険金日額の 5倍

・放射線治療 :入院医療保険金日額の 10倍

*1 傷の処置、切開術 (皮膚 鼓膜)、 抜歯等お支払対象外の手術があり

ます。また、時期を同じくして (「時期を同じくして」とは、「手術

室に入つてから出るまで」をいいます。)2種類以上の手術を受けた

場合には、いずれか ]種類の手術についてのみ保険金をお支払しヽし

ます。
*2血 液照射を除きます。放射線治療を複数回受けた場合は、施術の開

始日から、60日 の間に1回の支払を限度とします。

*8介 護療養型医療施設または介護医療院における入院を除きます。

-5-

事故内容 支払保険金

自宅
しに

の洗面所を話まらせて階下を水浸
した。

2,430,① フ6円
(修理費としてお支払い)

園
し
児が自転車で走行中、歩行者と衝突
、顔面陥没骨折のけがを負わせた。

1,565,260円
(治療費等としてお支払い)

園児が投げた石が、駐車中の車両のフロ
ン トガラスにぶつかリヒビが入つてし
まつた。

118,933円
(修理費としてお支払い)

園児がスーパーのカー トを店内から外
へ戻す際に自動 ドアに衝突し、ガラスを
破損してしまつた。

115,500円
(修理費としてお支払い)



傷審襦償基本特絢 +天災燈険補償幹寺約 (1覇
箇
審、蘭製費婦硲よび率糞費用用 )

保険金奄お支字ムいする主な場合

肇韓 趨
事故の日からその日を含めて ¶80日 以内に死亡された場合
勝死亡 。後遺障害保険金額の金額をお支払しヽします。

※ ]事故について、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、
死亡 。後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額
をお支払いします。

l__零1要妻警|ゞ瑠
事故の日からその日を含めて 180日 以内に身体に後遺障害が生じた

場合

》後遺障害の程度に応じて死亡 。後遺障害イ呆険金額の40/0～ 1000/O

をお支払いします。

※ ]事故について死亡 後遺障害保険金額が限度となります。

| |わ JI≒ |,与ギ|||:r!

医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて 180日 以内
に入院された場合
>入院保険金日額に入院した日数 (実日数)を乗じた額をお支払い
します。ただし、事故の日からその日を含めて 180日 を経過した

後の入院に対してlこkお支払しヽできません。また、お支才∠ゝ対象とな
る「入暁した日数」は、1事故について 180日 を限度とします。

※入院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても入院
保険金は重複してはお支払いできません。

71礫`f頭

治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表

により手術料の算定対象として列挙されている手術 *1または先進

医療 *2に該当する所定の手術を受けられた場合

隣入院保険金日額の 10倍 (入院中の手術)または5倍 (入院中以外

の手術)の額をお支払いします。ただし、 1事故について事故の日

からその日を含めて 180日以内に受けた手術 1回に限ります。*3
*]傷 の処置や抜歯等お支払い対象外の手術があります。
*2「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、

厚生労働大臣が定める先進医療 (先進医療ことに厚生労働大臣が定
める施設基準に適合する病院または診療所等において行われるもの
に限ります。)をいいます (詳細については厚生労働省のホームペー

ジをこ参照ください。)。 なお、療養を受けた日現在、公的医療保険
制度の給付対象になつている療養は先進医療とはみなされません (保

険期間中に対象となる先進医療は変動する可含レ性があります。)。

*8 1事故に基づくケガに対して入暁中と入院中以外の両方の手術を受け
た場合には、入院保険金日額の 10倍の額のみお支払いします。

:|1穿醇 i

医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて 180日 以内
に通院 (往診を含みます。)された場合
勝通院保険金日額に通院した日数 (実日数)を乗じた額をお支払しヽ
します。ただし、事故の日からその日を含めて 180日 を経過した
後の通院に対してはお支払いできません。また、お支払対象とな
る「通院した日数」は、1事故について90日 を限度とします。

※入院保険金と重複してlよ お支払いできません。また、通院保険金
が支払われる期間中、さらに別のケガをされても通暁保険金は重
複してはお支払しヽできません。

※通院しない場合であつても、医師等の治療により所定の部位にギ
プス等*1を常時装着した日数につしヽても、「通院した日数」に含
みます。

*]ギ プス ,キャスト、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ
スプリント固定、創外固定器、PTBキ ャスト、PTBブレース、線副
子等および八□―ベストをいいます。

保険鍵を浴支挑い し怒し穂豊惑場含

保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じたケガ
,保険金の受耳叉人の故意または重大な過失によって生じたケガ (そ

の方が受け取るべき金額部
ノ
刀`)

イ呆険の対象となる方の闘多行為、自殺行為または犯罪行為によっ

て生じたケガ
・無免許運転、酒気帝び運転をしてしヽる場合に生じたケガ

脳疾悪、疾病またlE共 心神喪失およびこれらによつて生じたケガ
,妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ
,外科的手術等の医療処置 (保険金が支払われるケガを治療する場
合を除きます。)によつて生じたケガ
ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、八ンググライダー

搭乗等の危険な運動等を行つている間に生じた事故によつて被つ

たケガ
・オー トパイ 。自動車競争選手、自転車競争選手、猛獣取扱者、プ
ロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた事故によっ

て被つたケガ
,自動車等の乗用具を用いて競技、試運転、競技場でのフリー走行
等を行つている間に生じた事故によつて被つたケガ

・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの

等

特超感染庭筵険箱 1罠犠絢

保険金を硲支李ムしヽする壷な場合

特定感染症の発病によって以下のような状態となった場合
0発病の日からその日を含めて 180日以内に身体に後遺障害が生じ
た場合

0医師等の治療を必要とし、発病の日からその日を含めて 180日 以
内に入院された場合 (感染症の予防及び感染症の悪者に対する医
療に関する法律 (感染症法)の規定による就業制限を含みます。)

0医師等の治療を必要とし、発病の日からその日を含めて 180日 以
内に通院 (往診を含みます。)された場合

隣後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金の各保険金をお支払い

します (なお、入院・通院保険金にはお支払限度日数があります。
詳細は、傷害補償基本特約の各保険金をと確認くださしヽ。)。

※特定感染症とは ,す ・

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (感染
症法)」 第6条第 2頂から第4頂までに規定する一類感染症、二類
感染症または三類感染症をいしヽます。

保険金を総糞払め にプ想し描曳感場合

・地震・噴火またlよ これらによる滓波によって発病した特定感染症
保険の対象となる方の故意または重大な過失によつて発病した特
定感染症

,保険金の受取人の故意または重大な過失によって発病した特定感
染症 (その方が受け取るべき金額部分)

・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によっ
て発病した特定感染症

傷害補償基本特約の規定によリイ呆険金をお支払いするケガに起因
する特定感染症

・保険期間の初日からその日を含めて 10日以内に発病した特定感染
症 (更新の場合を除きます。)

等
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育英費用補償特絢 +天災危険補償特絢 (傷害、育英費用浴よぴ学業費用蠅 )

ほ賠償責任に関するネ南償]

個人賠償責任率薦償特縄 +1固人賠償責任拿南償尊寺絢の一部変更に関する特絢

保険金をお支払 しヽする主ナc「場合

扶養者 *]が急激かつ偶然な外来の事故によリケガをされ、事故の

日からその日を含めて 180日 以内に死亡または重度後遺障害が生じ、

保険の対象となる方が扶養者に扶養されなくなつたことにより損害

が生じた場合

渉育英費用保険金額の全額をお支払いします。

(重度後遺障害の例)

0両目が失明したもの

Ol且 しやくおよび言語の機能を廃したもの

0神経系統の機能または精神に署しい障害を残し、常に介護を要す

るもの

等

※他の保険契約また |よ 共済契約から保険金または共済金が支払わイ1

た場合には、保険金が差し引かれることがあります。

※保険の対象となる方またはそのこ家族が、補償内容が同様の保険

契約を他にこ契約されているときには、補償が重複することがあ

ります。こ加入にあたつては補償内容を十分こ確認くださしヽ。
*]加入依頼書等に「被保険者の扶養者」として記載された方をいいます。

保険金をお支射 しヽする主惑場合

国内外において以下のような事由により、保険の対象となる方が法

律上の損害賠償責任を負う場合

■日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり

他人の財物 (情報機器等に記録された情報を含みます。)を壊した

場合

■イ呆険の対象となる方が居住に使用する住宅の所有、使用または箇

理に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり他人の

財物を壊した場合

■電車等*1を運行不能にさせた場合

■国内で受託した財物 (受託品)*2を壊したり盗まれた場合

>¶ 事故について保険金額*3を限度に保険金をお支払いします。

※国内での事故 (訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きま

す。)に限り、示談交渉lよ原貝」として東京海上日動が行しヽます。

※東京海上日動との直接折衝について相手方の同意が得られない場

合や保険の対象となる方に損害賠償責任がない場合等には、相手

方との示談交渉はできませんのでこ注意ください。

※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われ

た場合には、保険金が差し引かれることがあります。

※記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について

保険金をお支払しヽする場合があります。

※保険の対象となる方またはそのこ家族が、補償内容が同様の保険

契約を他にこ契約されているときには、補償が重複することがあ

ります。こ加入にあたつては補償内容を十分こ確認ください。

*]汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用

具をいいます。
*2以下のものは受託品には含まイ1ません。

自動車、原動機付自転車、自転車、船舶、サーフボード、ラジコン

模型、携帯電話、スマートフォン、モパイルW卜Fiルーター、コンタ

クトレンズ、眼鏡、手形その他の有価証券、クレジットカード、設

計書、帳簿、動物や植物等の生物、乗車券、航空券、通貨、責金属、

宝石、美術品                        等
*3情報機器等に記録された情報の損壊に起因する損害賠償責任につい

ては、500万円が支払限度額となります。

保険金をお支払い しなしヽ主な場合

,こ契約者または保険の対象となる方等の故意によって生じた損害

地震・ B資文またはこれらによる津波によつて生じた損害
・職務 (アルバイ トおよびインターンシップを除きます。)の遂行に

直接起因する損害賠償責任 (仕事上の損害賠償責任 *1)に よつ

l果険金をお支払い し声電員いとな場合

・こ契約者、保険の対象となる方または扶養者の故意または重大な

過失によつて生じたケガによる扶養不能状態
・イ呆険金の受取人の故意またlよ重大な過失によつて生じたケガによ

る扶養不能状態 (その方が受け取るべき金額部分)

・扶養者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によつて生じたケガ

による扶養不能状態
・扶養者が無免許運転や酒気帯ぴ運転をしている場合に生じたケガ

による扶養不能状態
・扶養者の脳疾患、疾病または心神喪失によつて生じたケガによる

扶養不能状態
・扶養者の妊夕辰、出産、早産または流産によつて生じたケガによる

扶養不能状態
・扶養者に対する外科的手術等の医療処置 (保険金が支払われるケ

ガを治療する場合を除きます。)によつて生じたケガによる扶養不

含ヒ】犬態
,むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないものによる扶養不

曾ヒ】犬態
・扶養者が扶養不能状態になったときに保険の対象となる方を扶養

してしヽない場合

等

て保険の対象となる方が被る損害
・保険の対象となる方およびその同居の親族に対する損害賠償責任

によつて保険の対象となる方が被る損害
・第三者との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によつ

て保険の対象となる方が被る損害
・保険の対象となる方が所有、使用またlEk管理する財物 *2の損壊

について、その財物について正当な権利を有する者に対する損害

賠償責任によつて保険の対象となる方が被る損害

心神喪失に起因する損害賠償責任によつて保険の対象となる方が

被る損害
・航空機、船舶、車両 *3また|よ銃器の所有、使用または管理に起

因する損害賠償責任によつて保険の対象となる方が被る損害

以下のような事由により、その受託品について正当な権利を有する

者に対する損害賠償責任によつて保険の対象となる方が被る損害

■保険の対象となる方の自殺行為、犯罪行為または闘争行為

■差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使

■受託品が通常有する性質や性能を欠いていること

■自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い

■受託品が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、

塗料の最」がれ落ち、単なる外観上の損傷や汚損

■受託品に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の

拙劣に起因する損害

■受託品の電気的または機械的事故

■受託品の置き忘れまたは紛失*4
■詐欺または横領

■風、雨、雪、雹 (ひ よう)、 砂塵 (さ じん)等の吹き込みや浸み込

みまたlよ漏入

■受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊

等
*1 保険の対象となる方がゴルフの競技または指導を職業としている方

以外の場合、ゴルフの練習、競技または指導*5中に生じた事故に

よる損害賠償責任は除きます。
*2受 託品、ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設および施設内の動

産、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。
*3 自転車やゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。
*4置 き忘イ1または紛失後の盗難を含みます。
*5 ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場、ゴルフ練習場

敷地内で通常行われる更衣、体憩、食事、入浴等の行為を含みます。
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[費用に関サる補侵]

救援着費用製謗繭償轄絢キ懃揺蕃費用霧箱攘轄絢の崇郎費電 tこ 関する鶴絢

保険金をお支払しヽする主声電民場合

国内外において以下のような事由により、保険の対象となる方また
はその親族等が捜索救助費用や現地へ赴くための交通費・宿泊料等
を負担した場合

0保険の対象となる方が搭乗している航空機・船舶が行方不明に
なったまたはイ呆険の対象となる方が遭難した場合

●急激かつ偶然な外来の事故により、保険の対象となる方の生死が

確認できない場合または緊急の捜索  救助渚動を要する状態に
なったことが公的機関により確認された場合

0保険の対象となる方の居住に使用される住宅外において被つた急

激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、イ呆険の対象となる方
が事故の日からその日を含めて R80日 以内に死亡またlこに継続して
3日以上入院した場合

等
勝1事故につしヽてイ呆険金額を限度に保険金をお支払しヽします。

※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われ

た場合には、保険金が差し引かれることがあります。
※保険の対象となる方また lこにそのこ家族が、補償内容が同様の保険
契約を他にこ契約されてしヽるときには、補償が重複することがあ
ります。こ加入にあたつては補償内容を十分こ確認くださしヽ。

保険金をお支才ムしヽ し想しヽ主声《R場禽

こ契約者または保険の対象となる方等の故意または重大な過失に
よつて生じた損害

・保険金の受取人の故意またlよ重大な過失によつて生じた損害 (そ

の方が受け取るべき金額部
ノ
刀＼)

地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
・イ呆険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によつ

て生じた損害
・無免許運転、酒気帯び運転をしている場合に生じた事故によって
生じた損害

・脳疾患、疾病またlよ心神喪失によって生じた損害
・妊娠、出産、早産または流産によつて生じた損害
・外科的手術等の医療処置 (保険金が支払われるケガを治療する場
合を除きます。)によつて生じた損害

・ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、八ンググライダー

搭乗等の危険な運動等を行つてしヽる間に生じた事故によつて生じ
た損害

・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないものによる損害

等

爆醸∞蠅粂逸惑轟痛 《籟絲酸蓄∋鰹Э隣で
[聰険の麹象 と感る落 触 保険者 )§本人Jと し百盃加入しヽただ l‐ナる方 ]

「保険の対象となる方 (被保険者)こ本人 *1」 としてこ加入できる方は、全日本私立幼稚園PTA連合会に加盟しているPTA、 母の会、保護
者の会に所属する会員の方を加入依頼者 (保護者の方)と し、その家族である園児の方 (入園手続きを終えた方を含みます。)となります。

〔保険の対象となる意 (穣保険着)の範囲 ]

それぞれの基本補償につしヽて、保険の対象となる方は、以下のとおりです。

こども傷害補償・救援者費用等 (本人型)… こ本人*]
個人賠償責任 (家族型)… …………………………… ご本人 *1、 こ本人 *1の配偶者、こ本人*1も しくは親権者またはこ本人*1の配偶者の

同居のこ親族 *2、 こ本人 *1も しく|よ親権者また lE庶 こ本人 *1の配偶者の別居の未婚*3
のお子様

※保険の対象となる方の続柄は、損害の原因となつた事故発生時におけるものをいいます。
※個人賠償責任については、こ本人*1の親権者、その他の法定の監督義務者および代理監督義務者も保険の対象となる方に含みます (代理
監督義務者については、こ本人*1に関する事故に限ります。)。

また、こ本人*]以外の上記のイ呆険の対象となる方が責任無能力者である場合|よ、責任無能力者の親権者、その他の法定の監督義務者およ
び代理監督義務者 (責任無能力者の配偶者または親族に限ります。)も保険の対象となる方に含みます (責任無能力者に関する事故に限り
ます。)。

※育英費用について|よ、あらかじめ扶養者を指定し、扶養者のお名前を加入依頼書等の「被保険者の扶養者」欄に記入してください。
原則として、扶養者として指定できるのは、保険の対象となる方の親権者であり (保険の対象となる方が成年に達した場合を除きます。)、

かつ、保険の対象となる方の生渚費および学業費用の全部または一部を継続的に負担して、保険の対象となる方の生計を主に支えている方
とします。

*]加 入依頼書等に「保険の対象となる方 (被保険者 こ本人)」 として記載された方をいいます。
*2 6親等以内の血族または3親等以内の夕因族をいいます (配偶者を含みません。)。

*3 これまでに婚姻歴がないことをいいます。

[剛黒険の夕ヽ寸象となる磨 ●皮保険者)につもヽて』に硲 tす る用謡C鵜罪説 ]

配偶者 :婚夕囚の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならナょい程度の実
質を備える状態にある方を含みます (以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なりま
す。)。

① 婚姻意思 (戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。)を有すること
② 同居により夫婦同様の共同生渚を送っていること

保険料控除舗J度についてのお欠llらせ

園児総合補償制度 (園児24保険)の
控除証明書が必要な方は、取扱代理店または弊社までご連絡ください。10月頃より受付開始です。
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重 要 事 項 説 明 書 〔契約概要・注意喚起情報のこ説明〕

団体総合生活保険に證加入いただく皆様ヘ

こ加入前に必すこ理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。

※こ家族を保険の対象となる方とする場合等、こ加入者と保険の対象となる方が異なる場合には、本内容を保険の対象となる方全員にこ説明ください。
※ご不明な点や疑間点がありましたら、パンフレット等記載のお間い合わせ先までご連絡ください。

契約概要 注意喚起情報
[マークのこ説明] ω 溢保険商品の内容を

と理解いただくための事項

I こ加入前におけるこ確認事項

1 商品の仕組み                  0
この保険は、全日本私立幼稚園PTA連合会をこ契約者とし、全日本

私立幼稚園PTA連合会の構成員等を保険の対象となる方とする団体

契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は

原則として全日本私立幼稚園PTA連合会が有します。こ契約者とな

る団体や基本となる補償、こ加入者のお申出により任意にこ加入い

ただける特約等はノ(ンフレット等に記載のとおりです。

この保険は、こ加入者が団体の構成員等であることを加入条件とし

ています。こ加入しヽただける保険の対象となる方こ本人の範囲等に

つきましては、パンフレット等をこ確認ください。こ加入いただけ

る保険の対象となる方こ本人の範囲に該当しない方がこ加入さイlた

場合、こ加入を取消しさせてしヽただくことがあります。

2 基本となる補償および主な特約の概要等        0あ
基本となる補償の“保険金をお支払しヽする主な場合 "、 “保険金をお支

払いしなしヽ主な場合 "や主な特約の概要等につきましては、パンフ

レット等をこ確認ください。

3 補償の重複に関するこ注意                Δ

以下の特約をこ契約される場合で、保険の対象となる方またはその

こ家族が、補償内容が同様の保険契約 *1を他にこ契約されている

ときには、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対

象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、

いすイ1か一方のこ契約からは保険金が支払われない場合がありま

す。補償内容の差異や保険金額をこ確認のうえで、特約等の要否を

こ検討ください*2。

0個人賠償責任補償特約 ●育英費用補償特約 ●救援者費用等補

償特約

*1 団体総合生活保険以外の保険契約にセットさイ1る特約や東京海上国動
(以下、「弊社」といいます。)以外の保険契約を含みます。

*21契約のみにセットする場合、将来、そのこ契約を解約したときや、同
居から別居への変更等により保険の対象となる方が補償の対象外に
なつたとき等は、補償がなくなることがありますので、こ注意ください。

4保険金額の設定                     0
この保険での保険金額はあらかじめ定められたタイプの中

からお選びいただくこととなります。タイプについての詳

細はパンフレット等をこ確認ください。保険金額等の設定

は、高額療養費制度や労災保険制度等の公的保険制度を踏

まえご検討ください。公的保険制度の概要につきましては、

金融庁のホームページ (https〃 vttvw,fSa golp/o「 dhary/
hsurance―porttt html)等 をこ確認ください。

こ加入に際してお客様にとつて不利益になる
事項等、特にこ注意いただきたい事項

(金融庁ホームページ)

5 1呆険期間および補償の開始・終了時期         OΔ
こ加入の保険契約の保険期間および補償の開始・終了時期につしヽて

は、パンフレット等をこ確認ください。

6 保険料の決定の仕組みと払込方法等

(1)保険料の決定の仕組み  0
保険料はこ加入いただくタイプ等によつて決定されます。保険料に
ついては、パンフレット等をこ確認ください。

(2)保険料の払込方法 0△
払込方法・払込回数につしヽては、パンフレット等をこ確認ください。

(3)保険料の一括払込みが必要な場合について  る
(※ 団体構成員またはそのこ家族等から、こ加入者を募集する所定の

団体契約で、保険料負担者がこ加入者のこ契約が対象となります。)
ご加入者が以下の事由に該当した場合、そのこ加入者の残りの保険

料を一括して払込みしヽただくことがありますので、あらかじめこ了

承ください。

①退職等により給与の支払いを受けられなくなつた場合

②脱退や退職等により、その構成員でなくなつた場合

③資本関係の変更により、お勤めの企業が親会社の系列会社でな

くなった場合

①こ力l入者の加入部分 *1に相当する保険料が、集金日の属する

月の翌月末までに集金されなかつた場合 等
※保険期間の開始後、保険料の払込み前に事故が発生した場合、その後、こ
契約者を経て保険料を払込みいただく場合は保険金をお支払いします。
ただし、保険料を払込みいただけない場合には、こ加入者の加入部分*1
について、保険金をお支払いできず、お支払いした保険金を回収させて
いただくことや、こ加入者の加入部分*1を解除することがありますの
でこ注意ください。

*1 ご加入者によつてこ加入された、すべての保険の対象となる方および
すべての補償をいいます (例えば、加入内容変更による変更保険料を
払込みいただけない場合、変更保険料を払込みいただけない補償だけ
でなく、こ加入されているすべての保険の対象となる方およびすべて
の補償が対象となります。)。

フ 満期返れい金。契約者配当金               0
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。

Ⅱ ご加入時におけるこ注意事項

1 告知義務                         盗

加入依頼書等に★や☆のマークが付された事項は、こ加入に関する

重要な事項 (告知事項)ですので、正確に記載してください (弊社
の代理店には、告矢[受領権があります。)。 お答えしヽただいた内容が

事実と異なる場合や告矢日事項について事実を記載しなしヽ場合は、こ

加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
※告知事項かつ通矢ll事項には☆のマークが付されています。通知事項につ
いては後記「Ⅲ-1通知義務等」をこ参照ください。
なお、告矢[事項は、お引受けする商品ことに異なり、お引受けする商品
によつては、☆や☆のマークが付された事項が告矢[事項にあたらない場
合もあります。お引受けする商品ことの告矢[事 I員 は下記をこ確認くださ
い (頂目名は商品によつて異なることがあります。)。 また、こ加入後に
加入内容変更として補償を追加する場合も同様に、変更時点での下記の
事項が告矢[事項となります。

[告知事項・通知事項一覧]

★ :告矢[事項 ☆ :告矢E事項かつ通矢[事項

職業・職務等*1が告矢ll事項かつ通家[事項 (☆)となります。

生年月日、他の保険契約等 *2が締結されている場合はその内容
が告矢[事項 (☆)となります。

*]新たに職業に就いた場合や就いていた職業をやめた場合を含みます。
*2この保険以外にこ契約されている、この保険と全部または一部につい

て支払責任が同一である保険契約や共済契約のことです。他の保険契
約等がある場合、そのこ契約の内容によつては、弊社にて保険のお引
受けができない場合があります。

2 クーリングオフ                      盗

こ加入される保険は、クーリングオフの対象外です。

3 死亡保険金受取人                    あ

[傷害補償]

死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合は、必ず保険の対象と

なる方の同意を得てくださしヽ (指定がない場合、死亡保険金は法定

相続人にお支払いします。)。 同意のないままにこ加入をされた場合、

こ加入は無効となります。

死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合は、保険の対象となる

方のこ家族等に対し、この保険への力l入についてこ説明くださしヽま

すようお願い申し上げます。

死亡保険金受取人の指定を希望される場合は、お手数ですが、パン

フレット等記載のお間い合わせ先までお申し出ください。

鞭
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4 現在のこ加入の解約 。減額を前提とした新たなこ契約のこ注意 盗

現在のこ加入を解約、減額等をすることを前提に、新たな保険契約
へのこ加入をこ検討さイlる場合は、特に以下の点にこ注意くださしヽ。
・補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられな
くなることがあります。

・新たにこ加入の保険契約の保険料については、団体契約の始期日
時点の保険の対象となる方の年齢により計算されます。

・新たにこ加入のイ呆険契約の保険料の計算の基礎となる予定利率
予定死亡率等が、解約 減額される契約と異なることがあります。

・保険の対象となる方の健康状態等により、お引受けをお断りする
場合があります。

・新たにこ加入の保険契約に対しても告矢ll義務がありますので、告
矢日義務違反による解除や詐欺による取消しが適用される場合があ
ります。

・新たにこ加入の保険契約の保険始期前に被つた傷病に対しては、
保険金が支払われない場合があります。

・新たにこ加入の保険契約の保険始期日と責任開始日が異なること
があります。この場合、現在のこ加入を解約すると補償のない期
間が発生することがあります。

Ⅲ こ加入後におけるこ注意事項

1 通知義務等                       △

[通知事項]

加入依頼書等に☆のマークが付された事項 (通矢[事項)に内容の変
更が生じた場合には、遅滞なくパンフレット等記朝のお間しヽ合わせ
先までご連絡ください。こ連絡がない場合は、お支払いする保険金
が削減されることがあります。なお、通矢[事項はお引受けする商品
ことに異なり、お引受けする商品によつては、☆のマークが付され
た事項が通矢[事項にあたらない場合もあります。お引受けする商品
ことの通知事項|よ、前記「Π-1 告知義務 [告矢ll事項・通知事項
一覧]」 をこ参照ください。

[その他こ連絡いただきたい事項]

と加入者の住所等を変更した場合は、遅滞なくパンフレット等記勃
のお間しヽ合わせ先までこ連絡ください。

[こ加入後の変更]

こ加入後、こ加入内容変更や脱退を行う際には変更日 脱退日より前
にこ連絡ください。また、保険期F日]中に、本イ呆険契約の加入対象者で
なくなった場合には、脱退の手続きをいただく必要がありますが、保
険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがあります
ので、パンフレット等記載のお間い合わせ先までこ連絡ください。
こ加入内容変更をいただしヽてから1か月以内に保険金請求のこ連絡を
しヽただいた場合には、念のため、パンフレット等記載のお間い合わせ
先の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。

2 解約されるとき                   0△
こ加入を解約される場合は、パンフレット等記載のお間しヽ合わせ先
までこ連絡ください。
・ご加入内容および解約の条件によつては、弊社所定の計算方法で
保険料を返還、または未払保険料を請求*1することがあります。
返還または請求する保険料の額は、保険料の払込方法や解約理由
により異なります。

・返還する保険料があつても、原則として払込みいただしヽた保険料
から既経過期間*2に対して「月割」で算出した保険料を差し引
いた額よりも少なくなります。

満期日を待たずに解約し、新たにこ加入される場合、補償内容や
保険料が変更となつたり、各種サービスを受けられなくなること
があります。

*]解約日以降に請求することがあります。
*2始期日からその日を含めて解約日までの、既に経過した期間をしヽいま

す。

3 1呆険の対象となる方からのお申出による解約        盗

傷害補償においては、保険の対象となる方からのお申出により、そ
の保険の対象となる方に係る補償を解約できる制度があります。制
度および手続きの詳細について|よ 、パンフレット等記載のお間い合
わせ先までこ連絡ください。また、本内容につしヽて|よ、保険の対象
となる方全員にこ説明くださいますようお願しヽ申し上げます。

4満 期を迎えるとき                    0

[保険期間終了後、更新を制限させていただく場合]

●保険金請求状況や年齢等によつては、次回以降の補償の更新をお
断りしたり、引受条件を制限させてしヽただくことがあります。

0弊社が普通保険約款、特約または保険引受に関する制度等を改定
した場合には、更新後の補償につしヽては更新日における内容が適
用されます。この結果、更新後の補償内容等が変更されることや
更新できないことがあります。

[更新後契約の保険料]

保険料は、補償ことに、更新日現在の保険料率等によつて計算しま
す。したがって、その補償の更新後の保険料は、更新前の保険料と
異なることがあります。

[保険金請求忘れのこ確認]

こ加入を更新いただく場合は、更新前の保険契約について保険金請
求忘れがなしヽか、今一度こ確認をお願いいたします。こ請求忘れや、
こ不明な点がこざしヽましたら、パンフレット等記載のお間しヽ合わせ
先まですぐにご連絡ください。なお、パンフレット等記載の内容は
本年度の契約更新後の補償内容です。更新前の補償内容とは異なる
ことがありますので、こ注意くださしヽ。

[更新加入依頼書等記載の内容]

更新加入依頼書等に記載しているこ加入者 (団体の構成員)の氏名
(応、りがな)、 社員コー ド、所属等についてこ確認いただき、変更が
あれば訂正いただきますようお願いします。また、現在のこ加入内
容につしヽてもあわせてこ確認しヽただき、変更がある場合は、パンフ
レット等言E載のお間しヽ合わせ先までこ連絡ください。

[ご加入内容を変更さイ1ている場合]

こ加入内容を変更されてしヽる場合、お手元の更新加入依頼書等には
反映されていない可能性があります。なお、自動更新さイlる場合 l〔主、
こ契約はこの更新加入依頼書等記載の内容にかかわらず、満期日時
点のこ加入内容にて更新されます。

Ⅳ その他ご留意いただきたいこと

司 個人情報の耳叉芋及い                    迩

0この保険は、全日本私立幼稚園PTA連合会を保険契約者とする
団体契約です。保険契約者である全日本私立幼稚園PTA連合会
は、加入依頼書等に記載された個人情報を、引受保険会社との間
で行う保険事務手続きのために利用するほか、写1受保険会社なら
びに加入依頼書等に記載された幼不佳園へこれを提供します。幼不佳
園は、その個人情報を、事故の対応等のために利用します。引受
保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する
個人情報を、保険引受の半」断、本契約の管理・履行、付帯サービ
スの提供、他の保険 ,金融商品等の各種商品・サービスの案内 提供、
アンケー ト等を行うために利用する他、下記①から①の利用・提
供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報
(セ ンシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業
務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されて
しヽます。

①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、
業務委託先 (保険代理店を含みます。)、 保険仲立人、医療機関、
保険金の請求 支払いに関する関係先、金融機関等に対して提
供すること

②契約締結、保険金支払しヽ等の判断をするうえでの参考とするた
めに、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同
して利用すること

③引受イ呆険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会
社の提携先盆業等との間で商品 サービス等の提供 案内のた
めに、共同して利用すること

④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するた
めに、国内外の再保険引受会社等に提供すること

⑤質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事務
手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供す
ること

⑥更新契約に係る保険引受の半」断等、契約の安定的な運用を図る
ために、保険の対象となる方の保険金請求情報等 (過去の情報
を含みます。)をこ契約者および加入者に対して提供すること
詳 しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ
(www tokiomattne― nichido co lp)お ょび他の引受保険会社の
ホームページをこ参照くださしヽ。

●損害保険会社等のF日日では、傷害保険等について不正契約における
事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・

確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一
の保険の対象となる方また|よ 同一事故に係る保険契約の状況や保
険金請求の状況につしヽて一般社団法人日本損害保険協会に登録さ
れた契約情報等により確認を行つております。これらの確認内容
は、上記目的以外には用しヽません。
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0傷害補償で、こナl日 入者以外の方をイ呆険の対象となる方とするこ加

入について死亡イ呆険金受取人を法定相続人以外の方に指定する場

合において、その保険の対象となる方の同意を得なかつた場合、

こ加入 |よ無効になります。

0こ契約者、イ呆険の対象となる方またはイ呆険金の受取人が、暴力団

関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合には、

弊社はこ加入を解除することができます。

0その他、約款等に基づき、こ加入が取消 し ,無効 ,解除となる場

合があります。

|! ||い ||れ ,i■ilII:||I IIIl ll l■ 十ililrillll十 111■ ‐Ⅲ,||

自然災害や感染症拡大の影響によりこ加入手続き等を行うことが困

難な場合に、「更新契約のこ力l入手続き」および「保険料相当額の払

込み」に関して一定の猶予期間を設ける特別措署墜をご利用いただけ

る場合があります。
※こ利用いただける特別措置の詳細につきましてlよ 、〈お問しヽ合わせ先》ま
でこ連絡ください。

| |イトili Ⅲ柿|■ど,|ドⅢll14              乙

●引受イ呆険会社の経営が破綻 した場合等には、保険金、返れい金等

の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減さイ1る ことがあり

ます。

●引受イ呆険会社の経営が破綻 した場合に|よ 、このイ呆険 |よ 「損害保険

契約者保護機構Jの補償対象となり、保険金、返れしヽ金等は、補

償内容ことに下表のとおりとなります。

l呆険期間 経営破綻 した場合等のお耳文扱しヽ

1年以内

原則として 800/o(破綻イ呆険会社の支払停止から3か月

間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金に
ついては 1000/o)ま で補償さイ1ま す。

*]法 律上の配偶者に限ります。

●保険の対象となる方または保険金の受耳叉人の代理人として保険金

のこ請求をされる場合は、以下の点につしヽてご了承ください。
・保険金をお支払いした場合、保険の対象となる方には原則その

旨のこ連絡はいたしませんが、保険金のお支払後に、イ呆険の対

象となる方 (ま たはこ加入者)か らこ加入内容についてこ照会

があったときは、保険金をお支払いした旨回答せざるを得ない

ことがあります。このため、イ呆険の対象となる方 (ま たはこ力[

入者)に傷病名等を察知される可含剛生があります。

保険金のこ請求があつたことを保険の対象となる方 (ま たはこ

加入者)が矢日る可含♂性がある具体的事例は以下のとおりです。

1保険の対象となる方 (またはこ加入者)が弊社にこ加入内容

をこ照会された場合

2特約の失効により、こl」l入者が保険料の減額を矢日つた場合

8こ加入者がこ加入内容の変更手続きを行う場合

本内容につしヽては、こ家族の皆様にこ説明くださしヽ。

●保険金請求権には時効 (3年)ん あヾりますのでこ注意くださしヽ。

●損害が生 じたことにより保険の対象となる方等が損害賠償請嗽権

その他の債権を目叉得 した場合で、弊社がその損害に対 して保険金

を支払つたときは、その債1在の全部または一部は弊社に移転します。

●賠償責任に関する補償におしヽて、保険の対象となる方が賠償責任

保険金等をこ請求できるのは、費用保険金を除き、以下の場合に

限られます。

]保険の対象とナびる方が相手方に対 して既に損害賠償としての弁

済を行つている場合

2相手方が保険の対象となる方へのイ呆険金支払を承諾 しているこ

とを確認できる場合

3保険の対象となる方の指図に基づき、弊社から相手方に対 して

直接、保険金を支払う場合

事故受付センター (東京海上日動安心 110番)のご連絡先は、

後記をご参照ください。
!| |■ |ll.1lliオ ||||li(FI■
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●弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の l`帝

結 ・契約の管理業務等の代理業務を行つております。 した
がいまして、弊社代理店と有効に成立したこ契約について
は弊社と直接締結されたものとなります。

盗

●力[入者票はこ加入内容を確認する大切なものです。加入者票が至」

着 しましたら、こ意向どおりのこ加入内容になつてしヽるかどうか

をご確認くださしヽ。また、加入者票が至」着するまでの間、パンフ

レッ ト等および加入依頼書控等、こ加入内容がわかるものを保管

いただきますようお願いいたします。こ不明な点がありましたら、

パンフレット等記載のお間い合わせ先までこ連絡ください。なお、

パンフレット等に |よ こ加入上の大切なことがらが記載さイ1ていま

すので、l~―読のうえ、加入者采とともに保険期間の終了時まで

保管 してこ利用ください。

11 111●ア111!F ,す |― |■ |

●事故が発生 した場合には、直ちにパンフレッ ト等記載のお問い合

わせ先までこ連絡くださしヽ。

●個人賠償責任補償特約において、賠償事故にかかわる示談交渉は、

必す弊社とこ相談しヽただきながらこ対応ください。

●保険金のこ請戒にあたつては、約款に定める書類のほか、以下の

書類または証拠をこ提出いただく場合があります。

E日 鑑登録証明書、住民票また lよ 戸籍謄本等の保険の対守くとなる

方、イ呆険金の受取人であることを確認するための書類

弊社の定める傷害も しくは疾病の程度、治療内容および治療期

間等を証明する保険の対象となる方以外の医師の診断書、領収

書および診療報酬明細書等 (か らだに関する補償においては、

弊社の指定 した医師による診断書その他医学的検査の対象と

なつた標本等の提出を求める場合があります。)

他の l呆険契約等の保険金支払内容を記勃 した支払内訳書等、弊

社が支払うべき保険金の額を算出するための書類

高額療養費制度による給付額が確認できる書類

附加給付の支給額が確認できる書類
,弊社がイ呆険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同

意書               |
0保険の対象となる方または保険金の受取人に保険金を請求できな

い事情があり、保険金の支払いを受けるべきイ呆険の対象となる方

または保険金の受取人の代理人がいない場合は、保険の対象とな

る方または保険金の受取人の配偶者 *]ま たは 3親等内のこ親族

(あ わせて「こ家族Jと しヽいます。)のうち弊社所定の条件を満た

す方が、保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人とし

てl呆険金を請求できる場合があります。本内容につしヽては、こ家

族の皆様にこ説明くださいますようお願い申し上げます。
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弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決

機関である一般社団法人日本損害イ呆険協会と手続実施基本契約を締

結しています。

弊社との間で問題を解決できなしヽ場合には、同協会に解決の申し立

てを行うことができます。

詳しくは、同協会のホームページをこ確認くださしヽ。

(httpsノ/www sonpo or!p/)

保険の内容に関するこ意見

しヽ合わせ先にて承ります。

―
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こ相談等はパンフレット等記載のお間

誼 .

tll,
ナビ9イヤ

'レ

①

IP電話からlこk034332524]を こ利用くださしヽ。

受付時間 :平日 午前 9時 15ノ刀
＼～午後 5時

(土 ・日 祝日 年末年始はお休みとさせてしヽただきます。)

本説明書 lよ こナll入 いただく保険に関するすべての内容を記載してしヽ

るもので|よ ありません。詳細につきましては、「団体総合生活保険

普通保険約款および特約」に記載してしヽます。必要に応じて、団体

までこ請嗽しヽただくか、弊社ホームページでご参照ください (こ契

約により内容が異なつていたり、ホームページにイ呆険約款を掲載し

ていない商品もあります。)。 こ不明点等がある場合は、パンフレッ

ト等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

インターネット等によりお手続きされる場合は、加入依頼書等へ記

載することにかえて、画面上に入力してください。

●ド
 IIヽ |

|||11・ ||||lil
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wwwitokiomarine― nichido,co.jp

面 ⑩
‐ ■ .・ ■ |● ||

受付時間 :24時間365日
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万―事故にあわれたときは、直ちにお問い合わせ先までこ連絡ください。
個人賠償責任補償特約において、賠償事故にかかわる示談交渉は、必す弊社とこ相談いただきながらおすすめください。
保険金請求書類の発送には、10日程度時間を要する場合がこざいます。

|｀ |||■  |十 1+|!||■ ―||■●■十1■ |‖ ||

本確認事項は、万―の事故の際に安心して保険をこ利用いただけるよう、
こ加入いただく保険商品がお客様のこ希望に合致した内容であること、
こ加入しヽただくうえで特に重要な事項を正しくこ記入をいただいている
こと等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが以下の各質問事項について再度こ確認いただきますようお
願い申し上げます。
なお、こ確認にあたりこ不明な点等が(~ざいましたら、パンフレット等
記載のお間い合わせ先までこ連絡ください。

1.保険商品が以下の点でお客様のこ希望に合致した内容となつて
いることをパンフレット・重要事項説明書等でご確認ください。
万一、こ希望に合致しない場合はご加入内容を再度こ検討ください。

□保険金をお支払いする主な場合
ロイ呆険金額、免責金額 (自 己負担額) ロイ呆険期間
□保険料・イ呆険料払込方法  ロイ呆険の対象となる方

2.加入依頼書の記入事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、
記入漏れ、冒E入誤りがある場合は、加入依頼書等を訂正してくださ
い。また、下記事項に関し、現在のこ加入内容について誤りがあり
ましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先までこ連絡ください。

□加入依頼書等の「生年月日」蔽たは「前年齢」欄は正しくこ記
入いただいていますか?

改定点

□加入依頼書等の「職業・職務等」欄、「職種級別」欄 |よ正 しく
こ記入いただいてしヽますか ?

※各区分 (AまたはB)に該当する職業例lよ下記のとおりです。

○職種級別 Aに該当する方 :

「事務従事者」、「販売従事者」等、下記の職種級別Bに該当し
なしヽ方

○職種級別Bに該当する方 i

「自動車運転者」、「建設作業者」、「農林業作業者」、「漁業作業
者」、「採鉱・採石作業者」、「木・竹・草 ,つる製品製造作業者」
(以上、6職種)

□加入依頼書等の「他の保険契約等」欄は正しく告矢[し たヽだいて
しヽますか?

3.重要事項説明書の内容についてこ確認いただけましたか?

特に「保険金をお支払いしない主ナょ場合」、「告矢[義務 通矢l義務
等」、「補償の重複に関するこ注意*1」 につしヽてこ確認ください。
*]例えば、個人賠償責任補償特約をこ契約される場合で、他に同種

のこ契約をされているとき等、補償範囲が重複することがあります。

改定頂目 概 要

「特定感染症危険補償特約」の補償
対象となる感染症の変更

現在は、感染症の予防及び感染症の憲者に対する医療に関する法律 (以下、感染症法)における「一類感染症J、

「二類感染症」、「三類感染症」、「第6条第フ頂第3号に規定する新型コロナウイルス感染症 (*1)」 および「指
定感染症 (*2)」 を補償対象としていますが、「第6条第フ頂第3号に大見定する新型コロナウイルス感染症 (*1)」
および「指定感染症 (*2)」 を補償対象外とし、補償対象となる感染症を「―類感染症」、「二類感染症Jおよび
「三類感染症」に変更します。
なお、2028年 5月 8日 (月 )以降、「新型コロナウイルス感染症 (CoMd-19)」 は感染症法における「五類感染症」
に位置付けらイモています (「五類感染症」は、従来より補償対象外です。)。

(*1)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス (令和2年 1月 に、中華人民共和国から世界保健機関
に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告さイしたものに限ります。)であるものに限ります。

(*2)政令によリー類感染症、三類感染症または三類感染症と同程度の措置が講じられている場合に限ります。

「個人賠償責任補償特約の一部変更
に関する特約Jの補償拡大および
保険料改定

「GlGAス クール構想」による教育の CT化に伴い、学校等から貸与さイlているタブレット端末を損壊した場合に
対する補償二十ズが高まつていることを踏まえ、受託品賠償部分におけるタブレット端末について、自発的通信
機能の有無を問わす補償対象とします。

「個人賠償責任補償特約」個人賠償
責任補償特約の一部変更に関する
特約における約款文言の明確化お
よび保険の対象となる物の改定

約款上「保険の対象に含まなしヽ物Jと している「携帯式通信機器」および「携帯式電子事務機器」につしヽて、該
当する機器が分かりづらいとの声を踏まえ、機器を限定列挙する方式に変更します。
また、分かりやすさの観点から、仕様 (自 発的通信機能の有無)に より補償対象か否かが異なつている機器につ
いて、取扱いを統一します。取扱いを統一する主な機器は以下のとおりです。
・ 補償対象とする機器 :デジタルカメラ、スマートウォッチ、無線機
・ 補償対象外とする機器 (*1):八ンディターミナル、POS端末、音声翻訳機
(*1)個人賠償責任補償特約については、従来より補償対象外です。

「個人賠償責任補償特約」における
免責事由 (保険金をお支払いしな
い場合)の改定

「保険金をお支払いしない場合」として規定している「土地の力下、移動または隆起によつて生じた損害」に、「土
地の振動等によつて生じた損害」を追加します。

この(~案 内は、2023年 10月 1日以降始期の団体総合生渚保険の改定の概要を記載したものです。こ加入にあたって|よ 、必す「重要事項説明詈Jを よくお読みくださしヽ。
こ不明な点がある場合は、代理店または東京海上国動までお問しヽ合わせくださしヽ。

このパンフレットは団体総合生活保険の概要をこ紹介したものです。乙加入にあたって|よ 、必す「重要事項説明書Jをよくお読みください。こ不明な点等がある場合に|よ 、
お問合わせ先までご連絡くださしヽ。

この保険|よ 、全日本私立幼稚園PTA連合会をこ契約者とし、全日本私立幼稚園PTA連合会の構成員等を被保険者とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契
約を解約する権利等|よ 原則として全日本私立幼稚園PTA連合会が有します。

お間合わせ先

地区サービス取扱代理店 引受保険会社

東京海上日動火災保険株式会社

担当課 (支社) 丁目

5'99

5番穆号
35?48603-0232 6
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制度取扱幹事代理店  海上商事株式会社


